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○大町市福祉医療費資金貸付規則 

平成１５年３月２０日 

規則第７号 

改正 平成１６年３月９日規則第６号 

平成２０年３月１９日規則第５号 

平成２５年２月２２日規則第１号 

平成２９年１２月２２日規則第２９号 

（目的） 

第１条 この規則は、大町市福祉医療費特別給付金条例（昭和５５年条例第４号。以

下「条例」という。）に基づき給付される福祉医療費特別給付金（以下「特別給付

金」という。）の受給者であって、医療費の支払が困難なものの生活の安定と自立

を促すため医療費の支払に当てる資金（以下「資金」という。）を貸し付けること

について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（貸付対象者） 

第２条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者のうち

市長が医療費の支払が困難と認めたものとする。 

（１）条例に基づき特別給付金の受給資格を有する者であること。 

（２）世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の市民税が課せられてい

ないこと。 

（貸付額） 

第３条 資金の貸付額は、条例第６条に規定する給付金の範囲内とする。 

（認定証の交付） 

第４条 資金の貸付けを受けようとする者は、あらかじめ大町市福祉医療費資金貸付

資格認定申請書（様式第１号。以下「認定申請書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の認定申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付資格を

有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付認定証（様式第２号。以下「認定証」

という。）を交付するものとする。 

（認定証の提示） 

第５条 資金の貸付けを利用して協力医療機関等（条例第２条第７号に定めるものを

いう。以下同じ。）で療養の給付等を受けようとする者は、その都度認定証及び被

保険者証を提示し、協力医療機関等が発行する一部負担金等の請求書（以下「一部

負担金等請求書」という。）を受領しなければならない。 

（貸付けの申請） 

第６条 認定証の交付を受けた者が資金の貸付けを受けようとしたときは、大町市福

祉医療費資金貸付申請書（様式第３号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書

類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）所得証明書及び市民税完納証明書 

（２）一部負担金等請求書 

２ 前項の申請は、協力医療機関等ごとに１月単位で行うものとする。 

（貸付けの決定） 
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第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、資金の貸

付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。 

２ 市長は、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、大町市福祉医療費資

金貸付決定通知書（様式第４号。以下「決定通知書」という。）により、前条の申

請書を提出した者に対し、通知するものとする。 

３ 前項の決定通知書を受けた者（以下「借受人」という。）は、大町市福祉医療費

資金借用書（様式第５号。以下「借用書」という。）を市長に提出しなければなら

ない。 

（貸付方法） 

第８条 資金の貸付方法は、原則として借受人が指定した金融機関の口座へ振り込む

ものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合にあっては、その他の方法によ

ることができる。 

（貸付期間等） 

第９条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る特別給付金が支給される日までの間と

する。 

（借受人の責務） 

第１０条 借受人は、資金の貸付けのあった月の月末までに、医療費を協力医療機関

等へ支払い、領収書を受領しなければならない。 

２ 借受人は、条例第８条の規定により特別給付金の給付申請をし、申請書とともに、

前項の領収書を市長に提出しなければならない。 

（償還方法等） 

第１１条 借受人は、第６条の規定による申請と同時に、市長に対し特別給付金支給

時に特別給付金と当該貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺

契約（以下「相殺契約」という。）の申込みを行うものとする。 

２ 前項に規定する相殺契約の申込みは、停止条件付相殺契約申込書（様式第６号）

により行うものとする。 

３ 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われた

ものとみなす。 

４ 市長は、当該相殺契約に基づき、特別給付金支給時に特別給付金と当該貸付金債

権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、特別給付金の額が当該貸付金の額に満たないときは、

市長は、当該相殺契約に基づき、支給すべき特別給付金の額の限度においてこれを

当該貸付金額と相殺し、その差額を借受人に対し第９条に規定する日までに償還さ

せるものとする。 

（即時償還） 

第１２条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の規定にかかわら

ず、借受人に対し、直ちに貸付金の金額を償還させるものとする。 

（１）借受人が詐欺その他不正の行為により貸付けを受けたとき。 

（２）当該貸付けに係る被保険者が第２条各号に該当しないことが明らかになった

とき。 

（申請の変更等） 
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第１３条 借受人は、氏名若しくは住所又は加入医療保険その他の当該貸付けに係る

内容に変更が生じたときは、速やかに大町市福祉医療費資金貸付申請内容変更届

（様式第７号。以下「変更届」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、変更届を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その後の当該貸

付金の取扱いについて決定し、又は処理するものとする。 

（補則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月９日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月１９日規則第５号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２２日規則第１号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２２日規則第２９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第１１条関係） 

様式第７号（第１３条関係） 

 


